大分市障害者福祉手当が廃止になります



大分市では現在の社会情勢や移りゆく福祉環境等、多様化するニーズに対応し、サービス給付への転換を図るために、本市独自に支給する「大分市障害者福祉
手当」を令和８年７月３１日（金）をもちまして廃止することとなりました。
何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。


◎大分市内にお住まいで、障害者手帳をお持ちの方のうち、市民税非課税の方へ支給
する手当です。以下の場合は受給できません。
※市民税課税の方
※特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当等を受給しているとき
※施設入所者で、かつ公的年金等を受給しているとき

◎初回の申請は障害者手帳をはじめて受け取った際や、大分市へ転入した際の手続き
と併せてご案内しております。
申請をまだ行っていない方は、令和８年７月３１日（金）までにお近くの窓口にて申請して
ください。

◎支給がある場合は、令和８年８月末が最終振り込み日となります。
最終振込先口座を変更したい場合は、令和８年８月１２日（水）までにお近くの窓口にて
申請してください。



大分市障害者福祉手当についてもっと詳しくお知りになりたい方は大分市ホームページをご参照ください。
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